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マンション管理適正化支援法人登録に係る誓約書

マンションの管理の適正化の推進に関する法律（平成12年法律第149号、以下「法」という。）第５条の３第１項の規定に基づき、マンション管理適正化支援法人の登録を受けるに当たり、以下の点を誓約します。

（誓約事項）
· 豊中市暴力団排除条例第２条第２号に規定する暴力団員又は同上第３号に規定する暴力団密接関係者でなくなった日から５年を経過しない者（以下「暴力団員等」といいます。）がその事業活動を支配するものでないこと

· 役員のうちに次のいずれかに該当する者がいないこと。
・未成年者（又は未成年者の法定代理人が次のいずれかに該当する者）
・破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
・拘禁以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から２年を経過しない者
・心身の故障により業務を適正に遂行することができない者
・暴力団員等

· 当支援法人に所属する役員の兼任先の法人においては、当支援法人が支援を行う管理組合、管理者等を相手方として、「支援法人が管理支援業務以外で行う業務として適さない業務」を行わないこと

· 当支援法人に所属する会員事業者等の法人においては、当支援法人が支援を行う管理組合、管理者等を相手方として、「支援法人が管理支援業務以外で行う業務として適さない業務」を行わないこと

· マンション管理適正化支援法人としての業務を通じて取得した情報を活用し、当該情報にかかる区分所有者を相手方として、事業を行わないこと

· 支援法人の役員及び職員または所属する会員事業者等関係者は、法第５条の４第１号又は第２号に掲げる管理支援業務を行うに当たって知り得たマンション、管理組合、区分所有者等の情報について、秘密の保持を行うとともに、管理支援業務を行わないこととなった場合又は管理支援業務の終了時に適切に廃棄等処分をおこなうこと

　　　　　　　　　　　　　　令和　年　月　日
住　　　　所　○○県○○市○町○丁目○番○号
氏名又は名称　○○法人　○○
理事長 ○○ ○○


